
会 員 規 程 

  平成 25 年 4 月 1 日制定 

平成 27 年 6 月 25 日改正 

令和 4 年 6 月 29 日改正 

 

（総則） 

第１条  この規程は、定款第７条に基づき、公

益社団法人日本建築家協会（以下「本会」という）

の会員資格並びに入退会に関して必要な事項を定

め、会員の地位の安定を図ることを目的とする。 

 

（会員資格の取得）  

第２条  本会の会員になろうとする者は、理事

会において別に定める入会申込書により、所属す

ることとなる支部を通じて会長に申し込まなけれ

ばならない。   

２．入会は、理事会がその可否を決定し、会長が本

人に通知するものとする。 

３． 本会の会員の資格は、所定の入会金及び会費

の納入により発生する。 

 

（正会員の資格） 

第３条   

（一）正会員 

定款及び建築家憲章・倫理規定・行動規範（ガイド

ライン）の遵守を誓約する者で、専ら建築設計監理

業務を行い、一級建築士の免許登録後５年以上設

計監理業務を行った建築家とする。 

（二）フェロー会員 

正会員のうち特に本会に貢献のあった者をフェロ

ー会員とすることができる。フェロー会員の選考

は、別に会長の任命する選考委員会において行う。

選考基準は理事会の決議により別に定める。 

２．本会の正会員になろうとする者は、 本会入会

後 5 年以上を経た正会員２名以上の推薦を必要と

する。そのうち少なくとも１名は入会者が所属す

ることとなる支部の正会員でなければならない。  

３．正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律上の社員とする。 

４．正会員は別に定める継続職能研修(Continuing 

Professional Development CPD)規則によって、継

続職能研修を受けるものとする。 

５．正会員は別に定める建築家資格制度規則によ

って、建築家認定評議会による登録建築家資格の

認定を受け、建築家登録認定機関に登録するもの

とする。 

 

（準会員の資格） 

第４条  準会員は、本会の目的・事業を支援、協

力する者で、以下の者をいう 

（一）専門会員  建築設計監理の関連領域の専門

家（構造・設備・積算・ランドスケープ・都市計画・

行政・教育・研究者など）で、専門分野において、

次の各号のいずれかに該当する者。 

①建築構造、建築設備、建築積算、都市計画・ラン

ドスケープ等の専門家で、実務経験と見識を有す

る者。 

②技術士の資格を有する者。二級建築士、木造建築

士、インテリアプランナー、インテリアコーディネ

ーター等の資格を有し、実務経歴と見識を有する

者。 

③、 教育・研究機関・官公庁等で建築に関する専

門分野の業務に係わり、或いは建築に関する評論、

著作を公表し建築家職能に対する理解を有する者。 

 

（二）シニア会員 正会員で 20 年以上継続して会

員資格を有していた者のうち、一定期間建築設計

監理業務から離れている者あるいは離れようとす

る者で自己申告により会員種別の変更を理事会に

より認められた者。この場合、当該会員は、正会員

の権利及び義務を有しない。 



（三）ジュニア会員  正会員を目指す者で、別に

定める資格要件を満たす者とし、一級建築士及び

実務経験年数に係る正会員資格要件に満たない者。 

２．専門会員とジュニア会員の入会にあたっては、

本会入会後 5 年以上を経過した正会員 1 名の推薦

を得なければならない。 

 

（協力会員） 

第５条   協力会員は、本会の目的に賛同する個

人、団体又は法人で以下の者をいう。 

（一）法人協力会員   本会の目的に賛同する団

体又は法人。ただし、原則として総合請負施工を主

とする者を除く。 

（二）個人協力会員  本会の目的に賛同する個人。 

２．学生会員  本会の活動や建築家の業務に興

味を持つ学生をいう。 

 

（名誉会員） 

第６条 正会員であるか否かにかかわらず、次の

各号の一に該当する者については、別に会長の任

命する選考委員会の承認を経たうえで、総会の決

議により名誉会員とすることができる。この場合、

他の会員資格との重複を妨げない。 

（一）建築家として特別に顕著な功績のあった者。 

（二）本会に多大な貢献をした者。 

２．名誉会員候補者の選考基準は、理事会の決議に

より別に定める。 

 

（入会） 

第７条  本会の会員になろうとする者の入会に

ついては次の各号による。  

（一）所定の入会申込書に必要資料を添え、当人が

所属することとなる支部の事務局に提出する。 

（二）入会者の所属する支部は、原則として、本人

が主として業務を行う地域を含む支部とする。 

 

 

（退会）  

第８条   会員が本会を退会しようとする場合は、

所定の退会届を所属支部に提出しなければならない。 

 

（再入会） 

第９条   本会を退会した会員の再入会について

は、第２条及び第７条の規定を準用するほか、次の

各号による。 

（一）定款第９条（１）及び（３）により資格を喪

失した者は、その喪失理由が解消された事を証明

しなければならない。  

（二）定款第９条（５）により資格を喪失した者は、

その滞納金を弁済した後でなければ再入会申込み

を行うことができない。  

（三）定款第９条（６）及び１２条により、除名処

分を受けた者の再入会については「懲戒規程」の定

めるところによる。 

 

（異動）   

第１０条  会員は、会員の勤務先、居住地に変更

があった場合は、所定の書式により異動届を「所属

支部」に提出しなければならない。 

 

（担当委員会） 

第１１条   会員の入退会の審査その他会員に関

する事項を処理するため担当委員会を置き、その

内容は別に定める。   

２ 担当委員会は、本規程の執行のため、理事会の

決議を経て細則、内規を制定し又は改廃を行う。 

 

 

附則  

１ この規程は、公益社団法人日本建築家協会の

設立の登記の日から施行する。 

２ この規程は、総会決議により改正することが

できる。 

３ この改正は、令和 4年 6月29日より施行する。   


